
                                           

 

自立支援医療受給者証（精神通院医療） 

を受け取られた皆さまへ 
 

自立支援医療受給者証（精神通院医療）をご使用の際は、下記の点にご注意ください。 

 

■ 使用方法について  

 

 

指定自立支援医療機関に受診されるとき、お薬をも

らわれるとき、デイケアや訪問看護を利用されると

きに、受付で「自立支援医療受給者証」および 

「自己負担上限額管理票」をお見せください。 

 

受給者証に記載されていない指定自立支援医療機

関や薬局等では使用することはできませんのでご

注意ください。 

 

 

■次のようなときは変更届を出してください。 

 

① お名前や住所や被保険者証が変わるとき。       

② 記載された医療機関や薬局を変更したいとき。 

③ デイケアや訪問看護を追加・変更したいとき。 

 

②と③の申請につきましては、お住まいの市町窓口

で申請を受理した日からの変更が適用となります。

使用する前に必ず変更手続きを行ってください。 

 

変更手続受付日から受給者証が届くまでの期間は、

申請書控えをお持ちいただき指定医療機関等でご

相談ください。 

 

 

 

 

 

 

■ 有効期間が切れる前に  

 

 

有効期間後も引き続き自立支援医療制度を利用す

る場合は、有効期間が切れる前に更新の手続きを必

ず行ってください。手続きは、有効期限が切れる３

か月前から可能です。 

受給者証の発行には、概ね２か月程度を要するため、

お早目のお手続きをお願い致します。 

 

有効期間を過ぎてしまうと、再申請するまでの期間

は、自立支援医療費の対象外となりますのでご注意

ください。また、受給者証に「次回更新時 診断書 

不要」と記載があっても、有効期間経過後の再申請

の場合は、医師の診断書が必要です。 

 

 

■ 更新の手続きについて 

 

お住まいの市町窓口で更新手続をしてください。 

その際に受給者証下部に「診断書要」と書いてある

方は、指定自立支援医療機関で指定様式の診断書を

作成してもらい、お持ちになって手続きを行ってく

ださい。 

※診断書の有効期間は医師の診断書記載日から概ね３か月です。 

必ず記載日から３か月以内に窓口で手続きをしてください。 

 

■ 受給者証を紛失したときは 

 

受給者証を紛失、破損された場合は、お住まいの市

町窓口で、「再発行」手続きをおこなってください。

詳しくは裏面記載のお住まいの市町担当窓口、 

または滋賀県立精神保健福祉センターまでお問い合わせください。 
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滋賀県 



                                           

自立支援医療受給者証（精神通院医療）見本 

 

 

 

            ～お問い合わせ先～ 

滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5028 

大津地域   大津市障害福祉課    077-528-2745   

南部地域   草津市障害福祉課    077-561-6972  守山市障害福祉課 077-582-1168 

栗東市障がい福祉課   077-551-0113  野洲市障がい福祉課 077-587-6087 

甲賀地域   甲賀市障がい福祉課   0748-6９-2162   湖南市障がい福祉課 0748-71-2364 

東近江地域  近江八幡市障がい福祉課 0748-31-3711  東近江市障害福祉課 0748-24-5640    

日野町福祉保健課    0748-52-6573  竜王町自立支援課 0748-58-5323  

湖東地域   彦根市障害福祉課    0749-27-9981  愛荘町福祉課   0749-42-7691    

豊郷町保健福祉課    0749-35-8116  甲良町保健福祉課 0749-38-5151 

多賀町福祉保健課    0749-48-8115 

湖北地域   長浜市しょうがい福祉課 0749-65-6372  米原市障がい福祉課 0749-53-5123 

高島地域   高島市障がい福祉課   0740-25-8516 

有効期間は市町の窓口で受

理された日から一年以内の

期間です。 

所得などによって 

上限額は変わります。 

原則２年に一回診断書が必

要です。「診断書 要」の年は

診断書をお持ちになって手

続きしてください。 

 

 

登録されていない指定

自立支援医療機関・薬局

では使用することはで

きません。 


